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旧曽呂小学校の跡地活用について（案）

１ 基本方針

「アート活動を中心に、CAFE、コミュニティスペースなどの機能を併せ持ち、子育て世代や高齢者
など多くの人が集う地域協働による複合交流施設」

２ 施設の配置（案） ※別紙配置図参照

名称 概要 面積

① メインエントランス （旧昇降口）

② メインギャラリー 専用展示室として整備、２教室をつなげる 115.2㎡
③ 多目的トイレ （バリアフリー）

④ ラウンジ・CAFE
（インフォメーション）

昇降口側、廊下側の壁を撤去したオープンスペース 78.0㎡

⑤ 事務室 37.1㎡
⑥ 多目的ルーム （会議スペース）会議や講演会などに活用 57.6㎡
⑦ 児童室 親子で遊べる 28.8㎡
⑧ 調理室 37.1㎡
⑨ 保育ルーム 授乳スペースなど 49.3㎡
⑩ 備蓄倉庫（１階） 災害用 14.8㎡
⑪ 創作ルーム 115.2㎡
⑫ 多目的ルーム （展示室・会議室等） 57.6㎡
⑬ 多目的ルーム （展示室・会議室等） 57.6㎡
⑭ 和室 28.8㎡
⑮ 図書資料室 57.6㎡
⑯ コミュニティルーム ボランティアや支援者の専用スペース 57.6㎡
⑰ AVホール・講堂 115.2㎡
⑱ 備蓄倉庫（２階） 災害用 14.8㎡
⑲ 多目的ルーム （展示室） 90.0㎡
⑳ 収蔵庫 （長谷川昻彫刻・所蔵絵画等） 90.0㎡
○21 収蔵庫 （長谷川昻彫刻・所蔵絵画等） 22.0㎡

○22 宿泊棟 （宿泊室・休憩室等） 223.0㎡

○23 バーベキュー場
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３ 運営管理に関する事項

（１）施設全般の企画運営者 → 民間事業者を活用（指定管理者等）

（２）施設支援者の募集と組織化、地域の人々との連携協力

（３）施設使用料の設定（貸しギャラリーは有料）（公民館活動は無料）

（４）施設のネーミング（愛称）の設定、設管条例とは別に

４ ハード面での整備に関する事項

（１）施設内の土足化

（２）大型観光バス進入路工事

（３）グラウンドの駐車場整備

（４）バリアフリー化・エレベーターの設置等

（５）展示室の壁面の仕様、照明設備の仕様（LED）
（６）施設の出入り口の改装

（７）雨漏り対策工事（屋根、壁）

（８）案内サインの設置（屋外、施設内）

５ その他の検討事項

（１）新たな施設と郷土資料館との役割分担の明確化（水田三喜男遺品、古泉千樫、伊八等の展示）

（２）最上段の土地活用方法の検討

○24 ウッドデッキ

○25 児童公園・アスレチック

○26 駐車場 （20台）

○27 体育館 体育館

現市民ギャラリー 現曽呂公民館

長谷川昻展示室 192.4㎡ 会議室 36.8㎡
第１展示室 139.2㎡ 講堂 92.8㎡
第２展示室 81.2㎡ 和室 19.2㎡
研修室 92.4㎡ 調理室 18.7㎡


